
法律第六十一号（平成一六・五・二八） 

  ◎文化財保護法の一部を改正する法律 

 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の一部を次のように改正する。 

 目次を次のように改める。 

目次 

 第一章 総則（第一条―第四条） 

 第二章 削除 

 第三章 有形文化財 

  第一節 重要文化財 

   第一款 指定（第二十七条―第二十九条） 

   第二款 管理（第三十条―第三十四条） 

   第三款 保護（第三十四条の二―第四十七条） 

   第四款 公開（第四十七条の二―第五十三条） 

   第五款 調査（第五十四条・第五十五条） 

   第六款 雑則（第五十六条） 

  第二節 登録有形文化財（第五十七条―第六十九条） 

  第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財（第七十条） 

 第四章 無形文化財（第七十一条―第七十七条） 

 第五章 民俗文化財（第七十八条―第九十一条） 

 第六章 埋蔵文化財（第九十二条―第百八条） 

 第七章 史跡名勝天然記念物（第百九条―第百三十三条） 

 第八章 重要文化的景観（第百三十四条―第百四十一条） 

 第九章 伝統的建造物群保存地区（第百四十二条―第百四十六条） 

 第十章 文化財の保存技術の保護（第百四十七条―第百五十二条） 

 第十一章 文化審議会への諮問（第百五十三条） 

 第十二章 補則 

  第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て（第百五十四条―第百六十一条） 

  第二節 国に関する特例（第百六十二条―第百八十一条） 

  第三節 地方公共団体及び教育委員会（第百八十二条―第百九十二条） 

 第十三章 罰則（第百九十三条―第二百三条） 

 附則 

 第二条第一項第三号中「民俗芸能」の下に「、民俗技術」を加え、同項中第五号を第

六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 

 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で

我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの（以下「文化的景

観」という。） 



 第二条第二項中「第八十四条の二第一項第一号、第八十八条、第九十四条及び第百十

五条」を「第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条」

に改め、同条第三項中「第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条、第八十三条

第一項第四号、第八十四条の二第一項第五号及び第六号、第八十八条並びに第九十四

条」を「第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四

号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条」に改め

る。 

 第三十一条第二項及び第三十二条の二第五項中「第六章」を「第十二章」に改める。 

 第四十九条中「第百条」を「第百八十五条」に改める。 

 第百十三条中「三箇月をこえない」を「三月を超えない」に改め、同条を附則第一条

とする。 

 第百十四条を附則第二条とする。 

 第百十五条の前の見出しを削り、同条第二項中「き損」を「き損」に改め、同条第三

項中「除く外」を「除くほか」に改め、同条第七項ただし書中「但し」を「ただし」に

改め、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「（法令廃止に伴う経過規

定）」を付する。 

 第百十六条第三項中「第百三条」を「第百八十八条」に改め、同条を附則第四条とす

る。 

 第百十七条第一項中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「第七十条第一

項」を「第百十条第一項」に、「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、

同条を附則第五条とする。 

 第百十八条から第百二十条までを削る。 

 第百二十一条第一項中「基く」を「基づく」に、「定」を「定め」に、「除く外」を

「除くほか」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に改め、同条を附則第六条と

する。 

 第百二十二条を附則第七条とする。 

 第百十二条を次のように改める。 

第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 

 一 第二十八条第五項、第二十九条第四項（第七十九条第二項で準用する場合を含

む。）、第五十六条第二項（第八十六条で準用する場合を含む。）又は第五十九条

第六項若しくは第六十九条（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含

む。）の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登

録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又

は新所有者に引き渡さなかつた者 

 二 第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十条第三項で準用する場合を含

む。）、第八十条及び第百十九条第二項（第百三十三条で準用する場合を含む。）



で準用する場合を含む。）、第三十二条（第六十条第四項（第九十条第三項で準用

する場合を含む。）、第八十条及び第百二十条（第百三十三条で準用する場合を含

む。）で準用する場合を含む。）、第三十三条（第八十条、第百十八条及び第百二

十条（これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。）並びに第百七十二条

第五項で準用する場合を含む。）、第三十四条（第八十条及び第百七十二条第五項

で準用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二

条（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）、第六十四条第一項

（第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。）、第六十五条第一項

（第九十条第三項で準用する場合を含む。）、第七十三条、第八十一条第一項、第

八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項

（第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、

第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届

出をせず、又は虚偽の届出をした者 

 三 第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二項（第八十三条で準用する場合を含

む。）、第六十条第四項及び第六十三条第二項（これらの規定を第九十条第三項で

準用する場合を含む。）並びに第八十条で準用する場合を含む。）又は第百十五条

第四項（第百三十三条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、管理、修理若

しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避

した者 

 第百十二条を第二百三条とする。 

 第百十一条を削る。 

 第百十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五十六条の十四」を

「第八十三条」に、「同条第五項」を「第四十六条第五項」に、「同条第一項」を「第

四十六条第一項」に改め、同条第三号中「第五十六条の十六」を「第八十五条」に、

「第五十六条の十五第二項」を「第八十四条第二項」に改め、同条第五号中「第五十六

条の十七及び第九十五条第五項」を「第八十六条及び第百七十二条第五項」に、「第五

十六条の二の十、第八十二条（第九十五条第五項で準用する場合を含む。）又は第八十

三条」を「第六十八条（第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。）、

第百三十条（第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第百三十一条又は第百四

十条」に改め、同条第六号中「第五十七条第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同

条第七号中「第八十一条第一項」を「第百二十八条第一項」に改め、同条を第二百二条

とする。 

 第百九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五十六条の十四及び

第九十五条第五項」を「第八十三条及び第百七十二条第五項」に改め、同条第二号中

「第七十六条第一項（第九十五条第五項で準用する場合を含む。）又は第七十七条第一

項」を「第百二十一条第一項（第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又は第百



二十二条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。 

 三 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に

関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者 

 第百九条を第二百一条とする。 

 第百八条の前の見出しを削り、同条中「第五十六条の十四」を「第八十三条」に、

「第七十八条第二項、第百一条第二項又は第百二条第二項」を「第百二十三条第二項、

第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項」に、「第五十六条の十六」を「第八十五

条」に、「第百条第二項」を「第百八十五条第二項」に、「責に」を「責めに」に改

め、同条を第二百条とする。 

 第百七条の五中「前五条」を「第百九十三条から前条まで」に改め、同条を第百九十

九条とする。 

 第百七条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第百一条第二項」

を「第百八十六条第二項」に改め、同条第二号中「第五十八条第三項（第百一条第二

項」を「第九十八条第三項（第百八十六条第二項」に改め、同条第三号中「第七十八条

第二項（第百一条第二項」を「第百二十三条第二項（第百八十六条第二項」に改め、同

条を第百九十八条とする。 

 第百七条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八十条」を「第

百二十五条」に改め、同条第二号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」

に改め、同条を第百九十七条とする。 

 第百七条の二を第百九十六条とし、第百七条を第百九十五条とする。 

 第百六条の二中「第五十六条の十三の二」を「第八十二条」に改め、同条を第百九十

四条とする。 

 第百六条の前の見出しを削り、同条を第百九十三条とする。 

 第七章を第十三章とする。 

 第百五条の三中「第七十条第一項及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三

項及び第七十一条第四項」を「第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第

百十条第三項及び第百十二条第四項」に、「第六十九条第三項」を「第百九条第三項」

に改め、第六章第三節中同条を第百九十二条とする。 

 第百五条の二を第百九十一条とし、第百五条を第百九十条とし、第百四条を第百八十

九条とする。 

 第百三条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第百八十八条とす

る。 

 第百二条を第百八十七条とする。 

 第百一条第一項中「第九十三条」を「第百七十条」に、「き損」を「き損」に、「第

五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十八条第一項」を「第百二十三条

第一項」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「第五十八条第一項」を「第



九十八条第一項」に、「第七十八条第一項」を「第百二十三条第一項」に改め、同条を

第百八十六条とする。 

 第百条第一項中「第五十六条の十六」を「第八十五条」に改め、同条第二項中「責

に」を「責めに」に改め、同条を第百八十五条とする。 

 第九十九条第一項を次のように改める。 

  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところ

により、都道府県又は市の教育委員会が行うこととすることができる。 

 一 第三十五条第三項（第三十六条第三項（第八十三条、第百二十一条第二項（第百

七十二条第五項で準用する場合を含む。）及び第百七十二条第五項で準用する場合

を含む。）、第三十七条第四項（第八十三条及び第百二十二条第三項で準用する場

合を含む。）、第四十六条の二第二項、第七十四条第二項、第七十七条第二項（第

九十一条で準用する場合を含む。）、第八十三条、第八十七条第二項、第百十八

条、第百二十条、第百二十九条第二項、第百七十二条第五項及び第百七十四条第三

項で準用する場合を含む。）の規定による指揮監督 

 二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為

の許可及びその取消し並びにその停止命令（重大な現状変更又は保存に重大な影響

を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。） 

 三 第五十一条第五項（第五十一条の二（第八十五条で準用する場合を含む。）、第

八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。）の規定による公開の停止

命令 

 四 第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開の許可及びその取消し並

びに公開の停止命令 

 五 第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第

五十五条、第百三十条（第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又は第百三

十一条の規定による調査又は調査のため必要な措置の施行 

 六 第九十二条第一項（第九十三条第一項において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示及び命令、第九十三条第二項

の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定

による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十

六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規定による命令、同

条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延

長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同

条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定

による勧告 

 第九十九条第二項中「第八十三条」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「第五

十七条の三第一項」を「第九十四条第一項」に、「第五十七条の六第一項」を「第九十



七条第一項」に、「第五十七条の三第五項又は第五十七条の六第五項」を「第九十四条

第五項又は第九十七条第五項」に改め、同条第四項第一号中「第八十条の」を「第百二

十五条の」に、「第八十条第五項」を「第百二十五条第五項」に改め、同項第二号中

「第八十三条の」を「第百三十一条の」に、「第八十三条第二項」を「第百三十一条第

二項」に改め、同項第三号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」に改

め、同条を第百八十四条とする。 

 第九十八条の二を第百八十三条とし、第九十八条を第百八十二条とする。 

 第九十七条の五を削る。 

 第九十七条の四中「登録有形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録記念

物」を加え、第六章第二節中同条を第百八十条とし、同節に次の一条を加える。 

第百八十一条 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については、

第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項及び第六十七条第三項（これらの

規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。 

２ 国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から

第百十八条までの規定は、適用しない。 

 第九十七条の三第一項を次のように改める。 

  次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知

しなければならない。 

 一 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取得したとき。 

 二 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所管換えを受け、又は所

属替えをしたとき。 

 三 所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の全部又は一

部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

とき。 

 四 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しよう

とするとき。 

 五 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとする

とき。 

 六 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。 

 七 所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目

又は地積に異動があつたとき。 

 第九十七条の三第二項中「登録有形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録

記念物」を加え、同条第三項を次のように改める。 

３ 第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三十二条第一項の規定を、

第一項第三号に掲げる場合に係る通知には第三十三条又は第六十一条（第九十条第三

項で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には第



六十二条（第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第五号及び前

項に規定する場合に係る通知には第六十四条第一項（第九十条第三項及び第百三十三

条で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第

六十五条第一項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第七号

に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。 

 第九十七条の三第四項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第五十六条の二

の七第一項ただし書」を「第六十四条第一項ただし書」に改め、同条第五項中「登録有

形文化財」の下に「、登録有形民俗文化財又は登録記念物」を加え、「第一項第四号」

を「第一項第五号」に改め、同条を第百七十九条とする。 

 第九十七条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「で建造物であるもの」を「又は

有形の民俗文化財」に、「第五十六条の二第一項」を「第五十七条第一項又は第九十条

第一項」に、「第五十六条の二の二第一項」を「第五十八条第一項」に改め、「又は第

三項」の下に「（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）」を、「登

録有形文化財」の下に「又は登録有形民俗文化財」を加え、同条第二項中「属する登録

有形文化財」の下に「又は登録有形民俗文化財」を加え、「第五十六条の二の三第一項

又は第二項」を「第五十九条第一項から第三項まで（これらの規定を第九十条第三項で

準用する場合を含む。）」に、「同条第三項」を「第五十九条第四項（第九十条第三項

で準用する場合を含む。）」に改め、「当該登録有形文化財」の下に「又は登録有形民

俗文化財」を加え、同条に次の一項を加える。 

３ 国の所有又は占有に属する記念物について第百三十二条第一項の規定による登録を

し、又は第百三十三条で準用する第五十九条第一項から第三項までの規定による登録

の抹消をしたときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項又は第百三十三

条で読み替えて準用する第五十九条第四項の規定により所有者又は占有者に対して行

うべき通知は、当該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。 

 第九十七条の二を第百七十八条とし、同条の前に見出しとして「（登録有形文化財等

についての国に関する特例）」を付する。 

 第九十七条中「第六十三条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条を第百七十七

条とする。 

 第九十六条中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第百七十

六条とする。 

 第九十五条の四第一項中「第九十五条第一項」を「第百七十二条第一項」に改め、同

条を第百七十五条とする。 

 第九十五条の三第一項中「第九十五条第一項」を「第百七十二条第一項」に改め、同

条第二項中「第九十五条第二項」を「第百七十二条第二項」に改め、同条第三項中「第

七十二条の二第一項及び第七十三条」を「第百十六条第一項及び第百十七条」に改め、

同条を第百七十四条とする。 



 第九十五条の二を第百七十三条とする。 

 第九十五条第五項中「第七十二条第一項及び第二項、第七十二条の二第一項及び第三

項、第七十六条並びに第八十二条」を「第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一

項及び第三項、第百二十一条並びに第百三十条」に改め、同条を第百七十二条とする。 

 第九十四条中「指定する」を「指定し、若しくは重要文化的景観に選定する」に、

「若しくは史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観」

に改め、「又は、重要有形民俗文化財」の下に「及び重要文化的景観」を加え、同条を

第百七十一条とする。 

 第九十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「き損、」を「き

損、」に改め、同条第二号中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、

同条を第百七十条とする。 

 第九十二条第一項第二号中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又

は重要文化的景観」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第

百六十九条とする。 

 第九十一条第一項第二号中「重要文化財」の下に「又は重要有形民俗文化財」を加

え、同条第三項中「第四十三条第一項但書」を「第四十三条第一項ただし書」に、「第

八十条第一項但書」を「第百二十五条第一項ただし書」に改め、同条を第百六十八条と

する。 

 第九十条第一項第三号中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は

重要文化的景観」に改め、同項第六号中「重要有形民俗文化財」の下に「又は重要文化

的景観」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「、又はこれを輸出し」を削り、同

条第二項中「並びに同項を準用する第五十六条の十二及び第七十五条」を「（第八十条

及び第百二十条で準用する場合を含む。）」に、「並びに同条を準用する第五十六条の

十二及び第七十五条」を「（第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。）及び第

百三十六条」に、「及び同条を準用する第五十六条の十二｣を「（第八十条で準用する場

合を含む。）」に、「第八十条の三第一項」を「第百二十七条第一項」に、「第五十六

条の十三第一項」を「第八十一条第一項及び第百三十九条第一項」に、「第七十二条第

二項」を「第百十五条第二項」に改め、同条を第百六十七条とする。 

 第八十九条中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文化的

景観」に改め、同条を第百六十六条とする。 

 第八十八条第一項中「第五十六条の十第二項」を「第七十八条第二項」に改め、同条

第二項中「第五十六条の十一第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同条第三項中

「第六十九条第三項（第七十条第三項及び第七十一条第四項」を「第百九条第三項（第

百十条第三項及び第百十二条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。 

４ 国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又はその選定を解除し

たときは、第百三十四条第二項（第百三十五条第二項で準用する場合を含む。）で準



用する第百九条第三項の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通知は、当該重

要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。 

 第八十八条を第百六十五条とする。 

 第八十七条の二中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝天然記念物又は重要文

化的景観」に改め、同条を第百六十四条とする。 

 第八十七条の前の見出しを削り、同条中「又は史跡名勝天然記念物」を「、史跡名勝

天然記念物又は重要文化的景観」に改め、同条を第百六十三条とし、同条の前に見出し

として「（重要文化財等についての国に関する特例）」を付する。 

 第八十六条を第百六十二条とする。 

 第八十五条の八中「第八十五条の三第一項各号」を「第百五十六条第一項各号」に改

め、第六章第一節中同条を第百六十一条とする。 

 第八十五条の七中「前四条」を「第百五十六条から前条まで」に改め、同条を第百六

十条とする。 

 第八十五条の六を第百五十九条とする。 

 第八十五条の五中「第八十五条の三第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条

を第百五十八条とする。 

 第八十五条の四を第百五十七条とする。 

 第八十五条の三第一項第一号中「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改

め、同項第二号中「第七十一条の二第一項」を「第百十三条第一項（第百三十三条で準

用する場合を含む。）」に改め、同条を第百五十六条とする。 

 第八十五条の二第一項第一号中「第七十八条第一項」を「第百二十三条第一項」に改

め、同項第二号中「第八十三条第一項」を「第百三十一条第一項」に改め、同項第三号

中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第百五十五条とする。 

 第八十五条第一項中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同項第

一号中「第八十一条第一項」を「第百二十八条第一項」に改め、同項第二号中「第五十

六条の十六」を「第八十五条」に、「第五十六条の十五第二項」を「第八十四条第二

項」に改め、同項第三号中「第五十七条第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同項

第四号中「第五十七条の五第二項」を「第九十六条第二項」に改め、同項第五号中「第

八十条第七項（第八十一条第三項」を「第百二十五条第七項（第百二十八条第三項」に

改め、同条第二項中「第八十条第三項」を「第百二十五条第三項」に改め、同条を第百

五十四条とする。 

 第六章を第十二章とする。 

 第八十四条の見出しを削り、同条第一項中第九号を第十三号とし、第八号を第十二号

とし、第七号を第十一号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の二号を加える。 

 九 登録記念物の登録及びその登録の抹消（第百三十三条で準用する第五十九条第一

項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。） 



 十 重要文化的景観の選定及びその選定の解除 

 第八十四条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号

を加える。 

 六 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十条第三項で準用する第五

十九条第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。） 

 第八十四条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号の二中

「第五十六条の二の三第一項」を「第五十九条第一項又は第二項」に改め、同号を同項

第二号とし、同条第二項第十六号中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に

改め、同号を同項第十八号とし、同項中第十五号を第十六号とし、同号の次に次の一号

を加える。 

 十七 重要文化的景観の管理に関する命令 

 第八十四条第二項中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰

り下げ、第九号の二を第十号とし、第五章の四中同条を第百五十三条とする。 

 第五章の四を第十一章とする。 

 第五章の三中第八十三条の十二を第百五十二条とする。 

 第八十三条の十一中「第五十六条の十九」を「第八十八条」に改め、同条を第百五十

一条とする。 

 第八十三条の十を第百五十条とする。 

 第八十三条の九中「第五十六条の五」を「第七十三条」に改め、同条を第百四十九条

とする。 

 第八十三条の八第三項中「第五十六条の四第三項」を「第七十二条第三項」に改め、

同条を第百四十八条とする。 

 第八十三条の七第四項中「第五十六条の三第三項」を「第七十一条第三項」に改め、

同条を第百四十七条とする。 

 第五章の三を第十章とする。 

 第五章の二中第八十三条の六を第百四十六条とし、第八十三条の五を第百四十五条と

し、第八十三条の四を第百四十四条とし、第八十三条の三を第百四十三条とし、第八十

三条の二を第百四十二条とする。 

 第五章の二を第九章とする。 

 第八十三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「か

つ」に、「当る」を「当たる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、

「虞」を「おそれ」に改め、同項第二号中「き損し」を「き損し」に改め、同項第三号

中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、第五章中同条を第百三十一

条とし、同章中同条の次に次の二条及び一章を加える。 

 （登録記念物） 

第百三十二条 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物（第百十条第一項に規定する仮指



定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。）以外の記念物（第百八十二条第二

項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財と

しての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登

録原簿に登録することができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第

五項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。 

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）に

ついては、第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条

第二項及び第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合

において、第五十九条第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定し

たとき」とあるのは「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したと

き（第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたときを含

む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づ

く占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事

情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該

登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示すること

ができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該

通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の

規定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日から

その効力を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対し

ては、前項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達した

ものとみなされる時からその効力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当である

と明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当であることが明らかである旨の

関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、

第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第一項」とあるのは「第三十一

条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第三十一条

第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」と

あるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第

百十八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指

定が解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、

第百二十条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義

務の承継には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるも

のとする。 

   第八章 重要文化的景観 

 （重要文化的景観の選定） 

第百三十四条 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又



は市町村が定める景観法（平成十六年法律第百十号）第八条第二項第一号に規定する

景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観であ

つて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のた

め必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定す

ることができる。 

２ 前項の規定による選定には、第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。こ

の場合において、同条第三項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく

占有者並びに第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読

み替えるものとする。 

 （重要文化的景観の選定の解除） 

第百三十五条 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるとき

は、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。 

２ 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 

 （滅失又はき損） 

第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者

又は権原に基づく占有者（以下この章において「所有者等」という。）は、文部科学

省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化

庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及

ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。 

 （管理に関する勧告又は命令） 

第百三十七条 管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれが

あると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に

関し必要な措置を勧告することができる。 

２ 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその

勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該

所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。 

３ 文化庁長官は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとする

ときは、あらかじめ、当該重要文化的景観について第百三十四条第一項に規定する申

出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。 

４ 第一項及び第二項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。 

 （費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金） 

第百三十八条 国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条

第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を

準用する。 

 （現状変更等の届出等） 

第百三十九条 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす



行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとす

る日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を

届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害

のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基

づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、

この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。 

３ 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出

に係る重要文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、

助言又は勧告をすることができる。 

 （現状等の報告） 

第百四十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化的

景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。 

 （他の公益との調整等） 

第百四十一条 文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつ

ては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開

発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意し

なければならない。 

２ 文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定に

よる命令又は第百三十九条第三項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化

的景観の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の

地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじ

め、関係各省各庁の長と協議しなければならない。 

３ 国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景

又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助す

ることができる。 

 第八十二条の前の見出しを削り、同条を第百三十条とし、同条の前に見出しとして

「（保存のための調査）」を付する。 

 第八十一条の二を第百二十九条とする。 

 第八十一条第三項中「第八十条第七項」を「第百二十五条第七項」に改め、同条を第

百二十八条とする。 

 第八十条の三第一項ただし書中「第八十条第一項」を「第百二十五条第一項」に改

め、同条を第百二十七条とする。 

 第八十条の二中「第九十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同条を第百

二十六条とする。 

 第八十条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、同条第四項中「第七十条



の二第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同条を第百二十五条とする。 

 第七十九条中「き損」を「き損」に、「第七十三条の二及び第七十五条」を「第百十

八条及び第百二十条」に、「第七十六条第二項」を「第百二十一条第二項」に、「第七

十七条第三項」を「第百二十二条第三項」に改め、同条を第百二十四条とする。 

 第七十八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「き損、」を

「き損、」に改め、同項第二号中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改

め、同条を第百二十三条とする。 

 第七十七条第一項及び第二項中「き損し」を「き損し」に改め、同条を第百二十二条

とする。 

 第七十六条第一項中「き損し」を「き損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条を

第百二十一条とする。 

 第七十五条中「第七十二条第一項」を「第百十五条第一項」に、「第七十二条第二

項」を「第百十五条第二項」に改め、同条を第百二十条とする。 

 第七十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「当る」を「当たる」に改め、同条第

二項中「当る」を「当たる」に、「もつぱら」を「専ら」に、「代り」を「代わり」

に、「責に」を「責めに」に、「第六章」を「第十二章」に改め、同条を第百十九条と

し、同条の前に見出しとして「（所有者による管理及び復旧）」を付する。 

 第七十三条の二を第百十八条とし、第七十三条を第百十七条とする。 

 第七十二条の二第一項中「定」を「定め」に改め、同条を第百十六条とする。 

 第七十二条第一項中「第七十一条の二第一項」を「第百十三条第一項」に、「第六

章」を「第十二章」に、「囲さく」を「囲い」に改め、同条第三項中「基く」を「基づ

く」に改め、同条を第百十五条とする。 

 第七十一条の三第二項中「第六十九条第四項」を「第百九条第四項」に改め、同条を

第百十四条とする。 

 第七十一条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「第七十四条第二項」を「第百十

九条第二項」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第三項中「基く」を「基づく」に

改め、同条第四項中「第六十九条第四項」を「第百九条第四項」に改め、同条を第百十

三条とし、同条の前に見出しとして「（管理団体による管理及び復旧）」を付する。 

 第七十一条第二項中「第七十条第一項」を「第百十条第一項」に、「第六十九条第一

項」を「第百九条第一項」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第三項中「第七十

条第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第四項中「第六十九条第三項」を「第百

九条第三項」に改め、同条を第百十二条とする。 

 第七十条の二第一項中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「当つて」を

「当たつて」に改め、同条を第百十一条とする。 

 第七十条を第百十条とする。 

 第六十九条第三項中「基く」を「基づく」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を



「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条を第百九条とする。 

 第五章を第七章とする。 

 第六十六条から第六十八条までを削る。 

 第六十五条中「定」を「定め」に、「の外」を「のほか」に改め、第四章中同条を第

百八条とする。 

 第六十四条の二第一項中「第六十三条の二第一項」を「第百五条第一項」に改め、同

条第二項中「第六十三条の二」を「第百五条」に改め、同条を第百七条とする。 

 第六十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「第六十三条第一項」を「第百四条第

一項」に改め、同条第二項中「第六十三条」を「第百四条」に改め、同条第三項中「第

六十三条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条を第百六条とし、同条の前に見出

しとして「（譲与等）」を付する。 

 第六十三条の二第一項中「第五十九条第二項」を「第百条第二項」に、「第六十一条

第二項」を「第百二条第二項」に改め、同条を第百五条とする。 

 第六十三条第一項中「第五十九条第一項」を「第百条第一項」に、「第六十一条第二

項」を「第百二条第二項」に改め、同条を第百四条とする。 

 第六十二条中「第五十九条第一項」を「第百条第一項」に改め、同条を第百三条とす

る。 

 第六十一条を第百二条とし、第六十条を第百一条とする。 

 第五十九条第一項中「第五十八条第一項」を「第九十八条第一項」に改め、同条を第

百条とする。 

 第五十八条の二を第九十九条とし、第五十八条を第九十八条とする。 

 第五十七条の六第一項中「第五十七条第一項又は第五十八条の二第一項」を「第九十

二条第一項又は第九十九条第一項」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、

「第五十七条の三第五項」を「第九十四条第五項」に改め、同条を第九十七条とする。 

 第五十七条の五第一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改め、同条

第二項ただし書中「三箇月」を「三月」に改め、同条第四項中「一箇月」を「一月」に

改め、同条第五項ただし書中「六箇月」を「六月」に改め、同条を第九十六条とする。 

 第五十七条の四を第九十五条とする。 

 第五十七条の三第一項中「第五十七条の六」を「第九十七条」に改め、同条第五項中

「前四項」を「前各項」に改め、同条を第九十四条とする。 

 第五十七条の二を第九十三条とし、第五十七条を第九十二条とする。 

 第四章を第六章とする。 

 第五十六条の二十一中「第五十六条の九」を「第七十七条」に改め、第三章の三中同

条を第九十一条とする。 

 第五十六条の二十を第八十九条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 （登録有形民俗文化財） 



第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二

条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文

化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文

化財登録原簿に登録することができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。 

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」と

いう。）については、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用す

る。この場合において、第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあ

るのは「二十日前」と、第六十四条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害

のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基

づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものと

する。 

 第五十六条の十九第二項中「第五十六条の七第三項」を「第七十五条第三項」に改

め、同条を第八十八条とする。 

 第五十六条の十八を第八十七条とし、第五十六条の十七を第八十六条とし、第五十六

条の十六を第八十五条とする。 

 第五十六条の十五の前の見出しを削り、同条第一項中「第五十六条の十二」を「第八

十条」に、「第六章」を「第十二章」に改め、同条を第八十四条とし、同条の前に見出

しとして「（重要有形民俗文化財の公開）」を付する。 

 第五十六条の十四を第八十三条とし、第五十六条の十三の二を第八十二条とする。 

 第五十六条の十三の前の見出しを削り、同条を第八十一条とし、同条の前に見出しと

して「（重要有形民俗文化財の保護）」を付する。 

 第五十六条の十二を第八十条とし、第五十六条の十一を第七十九条とし、第五十六条

の十を第七十八条とする。 

 第三章の三を第五章とする。 

 第三章の二中第五十六条の九を第七十七条とし、第五十六条の八を第七十六条とし、

第五十六条の七を第七十五条とし、第五十六条の六を第七十四条とし、第五十六条の五

を第七十三条とし、第五十六条の四を第七十二条とし、第五十六条の三を第七十一条と

する。 

 第三章の二を第四章とする。 

 第三章第三節中第五十六条の二の十二を第七十条とし、同章第二節中第五十六条の二

の十一を第六十九条とし、第五十六条の二の十を第六十八条とし、第五十六条の二の九

を第六十七条とし、第五十六条の二の八を第六十六条とし、第五十六条の二の七を第六

十四条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 （登録有形文化財の輸出の届出） 

第六十五条 登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出しようとする日の三十日前



までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければ

ならない。 

２ 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に

係る登録有形文化財の輸出に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。 

 第五十六条の二の六を第六十三条とする。 

 第五十六条の二の五の見出し中「又はき損」を「、き損等」に改め、同条中「又はき

損した」を「若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた」に改め、同

条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 （登録有形文化財の所在の変更） 

第六十二条 登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財

の所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部科学省令の定め

る事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前まで

に、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令

で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文

部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足り

る。 

 第五十六条の二の四第二項中「責に」を「責めに」に改め、同条を第六十条とする。 

 第五十六条の二の三第一項中「、又は第九十八条第二項に規定する指定を地方公共団

体が行つたとき」を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第

六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同

項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項

とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 

２ 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を

地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有

形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その

所有者の同意がある場合は、この限りでない。 

 第五十六条の二の三を第五十九条とし、第五十六条の二の二を第五十八条とする。 

 第五十六条の二第一項中「第九十八条第二項」を「第百八十二条第二項」に改め、

「で建造物であるもの」を削り、同条を第五十七条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

 （地方自治法の一部改正） 

第二条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の項中「第七十条第一項

及び第二項、第七十一条第一項並びに第七十条第三項及び第七十一条第四項」を「第



百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第

四項」に、「第六十九条第三項」を「第百九条第三項」に改める。 

 （屋外広告物法の一部改正） 

第三条 屋外広告物法（昭和二十四年法律第百八十九号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三条第一項第二号中「第五十六条の十第一項」を「第七十八条第一項」に、「第

六十九条第一項」を「第百九条第一項」に、「第七十条第一項」を「第百十条第一

項」に、「第八十三条の三第二項」を「第百四十三条第二項」に改める。 

 （森林病害虫等防除法の一部改正） 

第四条 森林病害虫等防除法（昭和二十五年法律第五十三号）の一部を次のように改正

する。 

  第七条の二第三項中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に改める。 

 （建築基準法の一部改正） 

第五条 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次のように改正する。 

  第三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第九十八条第二

項」を「第百八十二条第二項」に改める。 

  第八十五条の三中「第八十三条の三第一項」を「第百四十三条第一項」に改める。 

 （地方交付税法の一部改正） 

第六条 地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）の一部を次のように改正す

る。 

  第十四条の二第一号中「第六十九条第一項」を「第百九条第一項」に改める。 

 （地方税法の一部改正） 

第七条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第三百四十八条第二項第八号の二中「第八十三条の四第一項」を「第百四十四条第

一項」に改める。 

 （租税特別措置法の一部改正） 

第八条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三十四条第二項第四号、第三十四条の二第二項第二十三号、第六十五条の三第一

項第四号及び第六十五条の四第一項第二十三号中「第六十九条第一項」を「第百九条

第一項」に改める。 

 （都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正） 

第九条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和三十七年法律

第百四十二号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第三項第一号中「第六十九条第一項、第七十条第一項又は第九十八条第二

項」を「第百九条第一項、第百十条第一項又は第百八十二条第二項」に改める。 



 （都市計画法の一部改正） 

第十条 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第八条第一項第十五号中「第八十三条の三第一項」を「第百四十三条第一項」に改

める。 

  第五十二条の三第二項、第五十七条第二項及び第六十七条第一項中「第五十六条の

十四」を「第八十三条」に改める。 

 （公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正） 

第十一条 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の一部を

次のように改正する。 

  第四条第二項第二号中「第五十六条の十四」を「第八十三条」に改める。 

 （地価税法の一部改正） 

第十二条 地価税法（平成三年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第七号イ中「第五十六条の十第一項」を「第七十八条第一項」に、「第六

十九条」を「第百九条」に、「第九十八条第二項」を「第百八十二条第二項」に、

「第百十六条第一項」を「附則第四条第一項」に改め、同号ロ中「第八十三条の三第

一項」を「第百四十三条第一項」に、「第八十三条の四第一項」を「第百四十四条第

一項」に改める。 

 （文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律の一部改正） 

第十三条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成十四年法律第八十一

号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項中「第五十六条の十第一項」を「第七十八条第一項」に、「第六十九

条第一項」を「第百九条第一項」に改める。 

  第五条第一項中「第五十六条の十二、第七十三条の二及び第七十五条」を「第八十

条、第百十八条及び第百二十条」に改める。 

 （景観法の一部改正） 

第十四条 景観法（平成十六年法律第百十号）の一部を次のように改正する。 

  第六十九条第一項第三号中「第八十三条の三第一項」を「第百四十三条第一項」に

改める。 

 （文部科学省設置法の一部改正） 

第十五条 文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三十条第一項第五号中「第八十四条」を「第百五十三条」に改める。 

  附則第三項中「第百十六条第二項」を「附則第四条第二項」に改める。 

（総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名）  


